
目

次

規

則

○
青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
一

○
青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（

同

）
…
一

告

示

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

公

告

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

○
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
の
裁
定
手
続
開
始
の
決
定
qqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
三

出
先
機
関

○
青
森
県
営
農
大
学
校
の
短
期
研
修
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
営
農
大
学
校
）
…
四

公
安
委
員
会

○
青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
総

務

課
）
…
五

○
指
定
講
習
機
関
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
運
転
免
許
課
）
…
六

雑

報

○
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
試
験
船
建
造
に
係

る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
方
独
立

行
政
法
人

青

森

県

産
業
技
術

セ
ン
タ
ー
）

…
七

規

則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
小
沢
団
地
の
項
中
「
二
百
十
七
戸
」
を
「
二
百
二
十
二
戸
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
号

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
（
平
成
九
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
小
沢
団
地
の
項
中
「
六
戸
」
を
「
一
戸
」
に
改
め
る
。

附

則

青
森
県
報
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第
二
百
八
十
八
号

令
和
三
年三

月
二
十
六
日

（
金
曜
日
）



こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
恵
仁
会

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
里
ノ
沢
一

の
六
二

居
宅
介
護
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
た
ん

ぽ
ぽ

十
和
田
市
稲
生
町

四
の
二
三
第
一
田

中
ビ
ル
二
階

令
和三･
四･三〇

社
会
福
祉
法

人
恵
仁
会

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
里
ノ
沢
一

の
六
二

重
度
訪
問

介
護

ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
た
ん

ぽ
ぽ

十
和
田
市
稲
生
町

四
の
二
三
第
一
田

中
ビ
ル
二
階

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
三
二
七
の
二

宮
下

勝
雄

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
一
八
七
の
二

滝
口

健
司

泊
区
域
泊
漁
業
協
同
組

合
の
地
区

総
ト
ン
数
二
十
ト

ン
未
満
の
漁
船
に

よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
底
は
え
な
わ
漁

業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
字
山
科
一
一
五
の
一

渋
谷

安
広

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
字
山
科
九
四
の
一

鶴
田

輝
実

新
深
浦
町
第
四
区

域
新
深
浦
町
漁
業

協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大

字
沢
辺
の
区
域

主
と
し
て
底
建
網

漁
業

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
三
年
三
月
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

三
戸
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

三
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
三
戸
町
公
共
下
水
道
事
業
）

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
青
森
県
告
示
第
八
百
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七
十
六
号
）
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
青
森
県
告
示
第
八
百

七
十
六
号
）
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

を
削
る
。

」

公

告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

平
川
市
及
び
南
部
町
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
国
土
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

平

川

市

高
木
尾
上
新
屋
町

原中
佐
渡

原
富
の
一
部

栄
松
の
一
部

松
下
の
一
部
、
松
久
の
一
部

大
野
、
上
原

南
田
の
一
部

南

部

町

麦
沢

高
橋
小
泉

苫
米
地

家
ノ
向
、
内
ノ
沢
、
大
久
保
、
上
木
戸
場
、

差
和
、
下
木
戸
場
、
地
蔵
前
、
外
ノ
沢
、
茨

島
、
松
山
外

狐
森
、
房
久
保
、
待
井
沢

小
松
沢
、
小
松
沢
下
平
、
白
椛
、
中
森
、
張

渡
、
日
計
、
櫓
屋
敷

上
火
焙
、
下
火
焙
、
西
山
、
間
木
、
間
木
ノ

沢

特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
の
裁
定
手
続
開
始
の
決
定

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
九

号
）
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
に
つ
い
て
の
裁
定
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
三
十

七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

住

所

青
森
県

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

二

事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
八
号
白
銀
市
川
環
状
線
（
尻
内
工
区
）

三

裁
定
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
等

所
在
及
び
地
番

地
目

地
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

収
用
し
よ
う

と
す
る
土
地

の
面
積

公

簿

実

測
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ご
し
ょ
つ
が
る
農
業
協
同
組
合
三
好

支
店

ご
し
ょ
つ
が
る
農
業
協
同
組
合
五
所

川
原
支
店

ご
し
ょ
つ
が
る
農
業
協
同
組
合
七
和

支
店

五
所
川
原
市
大
字
鶴
ケ
岡

五
所
川
原
市
字
川
端
町

五
所
川
原
市
大
字
持
子
沢



八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
六
百
刈

一
七

田

二
、
九
七
五

二
、
九
七
五
・

一
九

一
、
〇
六

〇
・
二
三
平

方
メ
ー
ト
ル

四

三
の
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
持
分

氏

名

住

所

持

分

清
川
侃
三

八
戸
市
大
字
上
徒
士
町
一
七
の
一
パ
ル
ム
惣

門
町
三
〇
二

二
分
の
一

不
明
た
だ
し
、
公
簿
上
の
名
義
人

清
川
成
四
郎

不
明
た
だ
し
、
清
川
成
四
郎
の
職
権
消
除
さ
れ
た

住
民
票
上
の
最
後
の
住
所

八
戸
市
大
字
尻

内
町
字
尻
内
二
二
の
一
二

二
分
の
一

五

三
の
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
確
知
関
係
人
の
全
部
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の

権
利
の
種
類
及
び
内
容

な
し

六

裁
定
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
九
日

出

先

機

関

青
森
県
営
農
大
学
校
告
示
第
一
号

青
森
県
営
農
大
学
校
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
短
期
の
研
修
を
行
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
営
農
大
学
校
長

佐
々
木

伸

幸

一

研
修
の
種
類
、
期
間
、
受
講
者
の
定
員
等

１

農
業
機
械
利
用
技
能
者
育
成
研
修

研
修
の
種
類

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

農
作
業
安
全

研
修

令
和
三
年
七
月
二
十

六
日
か
ら
同
月
三
十

日
ま
で

六
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

大
型
特
殊
自
動

車
免
許
又
は
け

ん
引
免
許
（
い

ず
れ
も
農
耕
車

限
定
）
の
受
験

の
た
め
の
研
修

令
和
三
年
八
月
二
日

か
ら
同
月
六
日
ま
で

六
人

令
和
三
年
八
月
十
六

日
か
ら
同
月
二
十
日

ま
で

六
人

令
和
三
年
八
月
三
十

日
か
ら
九
月
三
日
ま

で

六
人

令
和
三
年
九
月
十
三

日
か
ら
同
月
十
七
日

ま
で

六
人

令
和
三
年
九
月
二
十

七
日
か
ら
十
月
一
日

ま
で

六
人

令
和
三
年
十
一
月
八

日
か
ら
同
月
十
二
日

ま
で

六
人

農
業
機
械
整

備
研
修

令
和
三
年
十
一
月
十

八
日

十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

ト
ラ
ク
タ
ー
の

点
検
整
備
及
び

修
理

特
別
研
修

市
町
村
長
又
は
農
業

関
係
団
体
等
の
長
と

協
議
の
上
、
そ
の
都

度
実
施
す
る
。

若
干
名

各
市
町
村
長
又
は
農

業
関
係
団
体
等
の
長

と
協
議
の
上
、
そ
の

都
度
決
定
す
る
。

２

あ
お
も
り
農
力
向
上
シ
ャ
ト
ル
研
修

研
修
の
種
類

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

シ
ャ
ト
ル

コ
ー
ス

令
和
三
年
五
月
か
ら

令
和
四
年
二
月
ま
で

五
人

研
修
終
了
後
に
、
県

内
で
独
立
・
自
営
就

農
又
は
農
業
法
人
等

へ
の
雇
用
就
農
が
見

込
ま
れ
る
者

野
菜
等
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リ
カ
レ
ン
ト

コ
ー
ス

十
五
人

既
に
農
家
等
で
研
修

中
の
就
農
希
望
者
又

は
就
農
後
概
ね
五
年

以
内
の
新
規
就
農
者

及
び
農
業
者
、
雇
用

就
農
者

二

所
要
経
費

次
の
経
費
は
、
受
講
者
の
負
担
と
す
る
。

１

農
作
業
安
全
研
修

研
修
に
使
用
す
る
燃
料
等
の
実
費
相
当
額

三
千
円

２

あ
お
も
り
農
力
向
上
シ
ャ
ト
ル
研
修

テ
キ
ス
ト
代
、
免
許
・
資
格
取
得
等
に
係
る
経
費

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
六
年
三
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
十
条
関
係
）

別
表
（
第
十
条
関
係
）

保
存

期
間

行
政
文
書

保
存
期
間
満
了
後
の

措
置

保
存

期
間

行
政
文
書

保
存
期
間
満
了
後
の

措
置

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

五
年

警
察
法

第
四
十
三

条
の
二
に

規
定
す
る

事
務
に
関

す
る
行
政

文
書

移
管
又
は
特
定
保

存
（
公
安
委
員
会
の

監
察
の
指
示
等
に
係

る
行
政
文
書
フ
ァ
イ

ル
等
で
、
そ
の
内
容

に
重
要
性
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
廃
棄
）

五
年

警
察
法

第
四
十
三

条
の
二
に

規
定
す
る

事
務
に
関

す
る
行
政

文
書

移
管
又
は
特
定
保

存
（
公
安
委
員
会
の

監
察
の
指
示
等
に
係

る
行
政
文
書
フ
ァ
イ

ル
等
で
、
そ
の
内
容

に
重
要
性
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
廃
棄
）

警
察
法

第
七
十
九

条
に
規
定

す
る
事
務

に
関
す
る

行
政
文
書

移
管
又
は
特
定
保

存
（
公
安
委
員
会
の

苦
情
の
申
出
等
に
関

す
る
行
政
文
書
フ
ァ

イ
ル
等
で
、
そ
の
内

容
に
重
要
性
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
あ
っ
て
は
廃
棄
）

委
員
会

又
は
委
員

会
の
委
員

長
若
し
く

は
委
員
宛

て
の
意
見

、
要
望
及

び
そ
の
処

理
に
関
す

る
行
政
文

書

廃
棄

三
年

委
員
会

の
会
議
資

料

移
管
又
は
特
定
保

存
（
公
安
委
員
会
の

会
議
に
係
る
行
政
文

三
年

委
員
会

の
会
議
資

料

移
管
又
は
特
定
保

存
（
公
安
委
員
会
の

会
議
に
係
る
行
政
文
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書
フ
ァ
イ
ル
等
で
、

そ
の
内
容
に
重
要
性

が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
あ
っ
て
は

廃
棄
）

書
フ
ァ
イ
ル
等
で
、

そ
の
内
容
に
重
要
性

が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
あ
っ
て
は

廃
棄
）

警
察
法

第
七
十
九

条
に
規
定

す
る
事
務

に
関
す
る

行
政
文
書

移
管
又
は
特
定
保

存
（
公
安
委
員
会
の

苦
情
の
申
出
等
に
関

す
る
行
政
文
書
フ
ァ

イ
ル
等
で
、
そ
の
内

容
に
重
要
性
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
あ
っ
て
は
廃
棄
）

委
員
会

又
は
委
員

会
の
委
員

長
若
し
く

は
委
員
宛

て
の
意
見

、
要
望
及

び
そ
の
処

理
に
関
す

る
行
政
文

書

廃
棄

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
講
習
機

関
株
式
会
社
金
木
自
動
車
学
校
の
行
う
特
定
講
習
の
廃
止
を
許
可
し
た
の
で
、
指
定
講
習
機
関
に
関

す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
)第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。
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令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

一

廃
止
す
る
特
定
講
習
の
種
別

普
通
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
原
動
機
付
自
転
車
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者

講
習

二

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

雑

報

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
試
験
船
建
造
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業

技
術
セ
ン
タ
ー
物
品
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
関
す
る
契
約
事
務
細
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
理
事
長

成

田

勝

治

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１

製
造
す
る
財
産
の
名
称
及
び
数
量

試
験
船

一
隻

２

製
造
す
る
財
産
の
概
要

㈠

船
種

第
一
種
小
型
漁
船

㈡

船
質

ア
ル
ミ
合
金
製

㈢

船
型

甲
板
室
を
有
す
る
一
層
甲
板
船

㈣

長
さ
（
垂
線
間
）

約
十
七
・
五
メ
ー
ト
ル

㈤

幅
（
型
）

約
四
メ
ー
ト
ル

㈥

深
さ
（
型
）

約
一
・
七
メ
ー
ト
ル

㈦

計
画
満
載
吃
水
（
型
）

約
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル

㈧

計
画
総
ト
ン
数

約
十
九
ト
ン

㈨

最
大
搭
載
人
員

二
十
名

㈩

そ
の
他

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

二

納
入
期
限

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

三

納
入
場
所

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
水
産
総
合
研
究
所

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
契
約
事
務
細
則
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
二
年
五
月
十
八
日
青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
の
規
定
に
よ
り
、
入
札
の
日
ま
で
に
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

青
森
県
の
定
め
る
物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の

提
供
を
受
け
る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領

（
平
成
十
二
年
一
月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
受
け
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

４

開
札
の
時
ま
で
に
青
森
県
の
定
め
る
指
名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲

げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
既
に
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除

く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５

試
験
船
を
建
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
社
屋
内
施
設
を
有
し
、
試
験
船
の
建
造
に
使
用
で
き

る
こ
と
。

６

過
去
十
年
間
に
、
ア
ル
ミ
合
金
製
の
第
一
種
小
型
漁
船
（
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
）
の
建

造
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

７

漁
業
に
関
す
る
調
査
、
観
測
を
目
的
と
す
る
調
査
船
、
試
験
船
等
の
官
公
庁
船
の
建
造
実
績

を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

８

調
達
す
る
試
験
船
を
建
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で

あ
る
こ
と
。

９

調
達
す
る
試
験
船
に
対
し
、
長
期
に
わ
た
り
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
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を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
期
限
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
入
札
説
明
書
に
基
づ
く
関
係
書
類
を
添
え

て
令
和
三
年
四
月
十
五
日
ま
で
に
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
水
産
総

合
研
究
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
提
出
書
類
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は

必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

㈡

㈠
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
茂
浦
字
月
泊
一
〇

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
水
産
総
合
研
究
所
ほ
た
て
貝
部

電
話

〇
一
七
―
七
五
五
―
二
一
五
五

４

提
出
部
数

一
部

六

入
札
説
明
書
の
交
付
等
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
茂
浦
字
月
泊
一
〇

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
水
産
総
合
研
究
所
ほ
た
て
貝
部

電
話

〇
一
七
―
七
五
五
―
二
一
五
五

七

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

令
和
三
年
五
月
六
日
（
時
間
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

２

場
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
茂
浦
字
月
泊
一
〇

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
水
産
総
合
研
究
所
二
階
大
会
議
室

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術

セ
ン
タ
ー
契
約
事
務
細
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。

十
一

契
約
の
締
結

１

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

２

契
約
書
取
り
交
わ
し
の
時
期
は
、
落
札
者
を
決
定
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
と
す
る
。

十
二

入
札
条
件

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚

偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す

る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

４

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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